
西宮市指定障害福祉サービス事業及び障害福祉サービスの設備及び運営等に関する基準等に関

する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年西宮市条例第２０号。以下「指定障害福祉サービス等基準条

例」という。）及び西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年西宮市条例第２１号。以下「障害福祉サービス等基準条例」という。）の実施に関し

必要な事項を定める。 

 

（指定障害福祉サービス等基準条例及び障害福祉サービス等基準条例の趣旨及び内容） 

第２条 指定障害福祉サービス等基準条例及び障害福祉サービス等基準条例の趣旨及び内容に

ついては、次条から第９条までに定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準について（平成１８年障発第１２０６００１号）に定める趣旨及び内容をもって、

その趣旨及び内容とする。 

 

（従業者の任用要件） 

第３条 指定障害福祉サービス等基準条例第５条第１項及び第４４条第１項の市長が定めるも

のは、指定居宅介護等の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める

もの（平成１８年厚生労働省告示第５３８号）に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大

臣が定めるものとする。ただし、指定障害福祉サービス等基準条例第７条において重度訪問

介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する場合及び第４８条第２項において

重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合は、こども家庭

庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、厚生労働大臣が定めるものに読み替えるものとす

る。 

 

（サービス管理責任者の任用要件） 

第４条 指定障害福祉サービス等基準条例第５０条第１項第４号及び障害福祉サービス等基準

条例第１２条第１項第５号の市長が定めるものは、指定障害福祉サービスの提供に係るサー

ビス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成１８年厚生労働省告示第５４４

号）に規定する厚生労働大臣が定めるものとする。 

 

（サービス提供責任者の任用要件） 

第４条の２ 指定障害福祉サービス等基準条例第１１３条第３項の市長が定めるものは、指定

重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生

労働大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働省告示第５４７号）に規定するこども家庭庁長

官及び厚生労働大臣が定めるものとする。 

 

 （平均障害程度区分の算定基準） 

第５条 指定障害福祉サービス等基準条例第７９条第１項第２項、及び障害福祉サービス等基

準条例第３９条第１項第３号の市長が定める平均値は、厚生労働大臣が定める平均障害程度

区分の算定方法(平成１８年厚生省告示第５４２号)の定めるところによるものとする。 

 

（利用者負担額の算定基準） 

第６条 指定障害福祉サービス等基準条例第８３条第４項、第１０４条第４項、第１４５条第

４項、第１５６条第５項の市長が定める費用は、食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室

の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針（平成１８年厚生労働省告示第５４５号）の

規定により算出された費用とする。 

 



（支給決定障害者の範囲） 

第７条 削除 

 

第７条の２ 指定障害福祉サービス等基準条例第１５７条第１項及び第２項の市長が定める者

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第１８４条において準用する同令第１７０条

の２に規定する厚生労働大臣が定める者等（平成１８年厚生労働省告示第５５３号）に規定す

る厚生労働大臣が定める者とする。  

 

 （多機能型の特例基準） 

第８条 指定障害福祉サービス等基準条例第２０１条第２項及び障害福祉サービス等基準条例

第８９条第２項の市長が定めるものは、指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行

う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成１８年厚生労働省告示第５４４号）に規定する

厚生労働大臣が定めるものとする。 

 

 （就労継続支援事業所Ａ型の運営状況の評価方法） 

第９条 指定障害福祉サービス等基準条例第１８３条の３及び障害福祉サービス等基準条例第

７１条の３の市長が定める事項及び市長が定めるところについては、厚生労働大臣が定める事

項及び評価方法(令和３年３月２３日厚生労働省告示第８８号)に定めるものとする。 

 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

 この要綱は、令和５年７月７日から実施する。 

 


